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件  名 足立区一般廃棄物処理基本計画の改定について 

所管部課 環境部ごみ減量推進課 

事業(結果)

の概要 

現在の足立区一般廃棄物処理基本計画（第２次）策定後、7 年が

経過したため、以下のとおり改定する。 

 

1 計画期間 

平成 26 年度～平成 35 年度（10 年間） 

計画は概ね 5年を目途に見直しを行うほか、計画の前提状況に

大きな変動があった場合にも必要に応じて見直しを行う。 

 

2 主な改定のポイント 

（1）新たな時代背景に合わせた一般廃棄物処理基本計画の策定 

ごみの発生抑制につながる廃棄物の適正処理を推進する。 

（2）３Ｒの推進とごみの減量 

ＰＲ活動の強化などにより区民の意識を向上させ、ごみの発生

を抑制する。 

（3）事業者に対する廃棄物適正処理の推進 

事業者に対する適正排出及び適正処理の指導を強化する。 

（4）資源化の推進 

費用対効果を踏まえ、新たな品目の資源化について検討する。 

（5）協働による廃棄物処理 

集団回収活動支援事業の拡充により、行政回収を縮小し、経費

を削減する。 

 

3 今後の手続き予定 

平成 25 年  9 月 環境審議会へ諮問 

平成 25 年 11 月 中間報告 

平成 26 年  1 月 パブリックコメント募集開始 

平成 26 年  3 月 環境審議会の答申を踏まえて策定 

 

4 過去の計画 

計画名称 計画期間 策定日 

足立区一般廃棄物処

理基本計画（第 1次） 

平成 12 年度～23 年度 平成 12 年 3 月 

足立区一般廃棄物処

理基本計画（第 2次） 

平成 18 年度～32 年度 平成 18 年 11 月 
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件 名 2012 年度の区内のエネルギー使用量について 

所管部課 環境部環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(結

果)の概

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012（平成 24）年度のエネルギー使用状況のデータについて、東京電

力株式会社及び東京ガス株式会社から提供があったので報告する。 

１ 足立区内の電気使用量 

 2012 年度 

使用量 

前年度比 

増減率 

2010 年度比 

増減率 

電灯 13 億 8320 万 kWh ▲0.51％ ▲8.50％ 

電力 11 億 8670 万 kWh 0.41％ ▲9.00％ 

合計 25 億 6990 万 kWh ▲0.09％ ▲8.73％ 

（参考）東京電力管内（関東１都６県＋山梨県＋静岡県東部） 

 2690 億ｋＷｈ 0.29％ ▲8.32％ 

※ 電灯：住宅や小規模店舗など電灯契約  

※ 電力：事業所、工場など電力契約 

環境基本計画の目標は、2015 年までに 2010 年度比▲10％のとこ

ろ、▲8.73％の実績である。 

２ 足立区内の都市ガス使用量 

平成 24 年度 

使用量 

前年度比 

増減率 

22 年度比 

増減率 

1 億 3710 万ｍ３ 0.02％ ▲1.13％ 

環境基本計画の目標は、2015年までに2010年度比▲2％のところ、

▲1.13％の実績である。 
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件 名 2010 年度の区内温室効果ガス排出量の算定結果について 

所管部課 環境部環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(結

果)の概

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オール東京 62 市区町村共同事業の「みどり東京・温暖化防止プロジェ

クト」として実施された 2010（平成 22）年度の温室効果ガス排出量の算

定結果がまとまったので、その概要について報告する。 

1 足立区の温室効果ガス排出量 

2010 年度の温室効果ガス排出量は、239 万 7 千ＣＯ２換算トンで、前年

度比▲1.0％、京都議定書の基準年 1990 年度比では▲11.6％となった。

このうち、二酸化炭素（ＣＯ２）が 231 万 7 千トンを占める。 

温室効果ガス排出量 単位：ＣＯ２換算万トン  

  基準年 2009 年 2010 年 基準年比 前年比 

二酸化炭素 265.9 234.2 231.7 ▲12.9% ▲1.1% 
メタン 0.4 0.3 0.3 ▲25.0% 0.0% 
一酸化二窒素 3.0 1.9 1.4 ▲53.3% ▲26.3% 
ＨＦＣｓ 1.4 5.5 6.2 342.9% 12.7% 
ＰＦＣｓ 0.1 .0.0 0.0 ▲100.0% 0.0% 
ＳＦ６ 0.4 0.1 0.1 ▲75.0% 0.0% 

合計 271.1 242.0 239.7 ▲11.6% ▲1.0% 
ＨＦＣｓ＝ハイドロフルオロカーボン類、ＰＦＣｓ＝パーフルオロカーボン類 

ＳＦ６＝六フッ化硫黄 

足立区の温室効果ガス排出量の推移
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2 ＣＯ２の部門別排出量 

 ＣＯ２の排出量を部門別に見ると、家庭が最大で、以下、自動車、業

務、製造業、廃棄物、鉄道、建設業、農業となる。 

部門別二酸化炭素排出量 単位：万トン  

  基準年 2009 年 2010 年 基準年比 前年比 

 製造業 54.6 16.2 14.6 ▲73.3% ▲9.9% 
 建設業 6.8 4.8 6.2 ▲8.8% 29.2% 
 農業 0.1 0.2 0.2 100.0% 0.0% 
産業部門合計 61.5 21.2 21.0 ▲65.9% ▲0.9% 
 家庭  69.4 78.8 84.3 21.5% 7.0% 
 業務 44.2 52.7 53.0 19.9% ▲0.6% 
民生部門合計 113.6 131.6 137.3 20.9% 4.3% 
 自動車 79.4 69.1 59.4 ▲25.2% ▲14.0% 
 鉄道 6.2 6.0 6.3 1.6% 5.0% 
運輸部門合計 85.6 75.1 65.7 ▲23.2% ▲12.5% 
廃棄物 5.2 6.4 7.7 48.1% 20.3% 

二酸化炭素排出量の部門別内訳 
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3 分野別の分析 

 （1）製造業 

 製造業のＣＯ２排出量は、基準年比 73.3％の減となっている。減少

の要因は、工場移転や産業構造の変化などにより、製造品出荷額が70％

近く減少したためと考えられる。さらに単位あたりのエネルギー使用

量も約 10％減少している。 

 1990 年 2010 年 増減率 

製造品出荷額 8230 億円 2448 億円 ▲70.3％ 

1 億円当たりのエネルギー 0.85ＴＪ 0.76ＴＪ ▲10.6％ 

 (2)家庭 

 家庭のＣＯ２排出量は、1990 年度比 21.5％増加しているが、これは

世帯数が 36.8％も増加した影響が大きいと考えられる。しかし、世帯

あたりのエネルギー消費量は 15.4％減少している。 

 1990 年 2010 年 増減率 

世帯数 229,974 314,678 36.8％ 

1 世帯当たりのエネルギー 40,200ＭＪ 33,996ＭＪ ▲15.4％ 

 (3)業務 

 オフィスや商業施設など業務のＣＯ２排出量は、1990 年度比 19.9％

増加しているが、これは延べ床面積が 27.3％も増加した影響が大きい

と考えられる。しかし、延べ床１㎡あたりのエネルギー消費量は 2.6％

減少している。 

 2010 年 1990 年 増減率 

延べ床面積 3,410,723 ㎡ 4,342,064 ㎡ 27.3％ 

1 ㎡当たりのエネル

ギー 

1,412ＭＪ 1,375ＭＪ ▲2.6％ 

4 東京電力管内の電力のＣＯ２排出係数について 

係数の推移（単位：ｋｇ／ｋＷｈ） 

1990 年 2009 年 2010 年 

0.380 0.389 0.378 

2011 年は原子力発電所の停止により排出係数は 0.46 前後になる見込み

である。 
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件  名 2011 年度の日本国内温室効果ガス排出量（確定値）について 

所管部課 環境部環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

事業(結

果)の概

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 年度の国内の温室効果ガス排出量について、環境省と国立環境研

究所が以下のとおり確定値を発表した。 

１ 発表の概要 

 2011 年度の温室効果ガスの総排出量は 13 億 800 万トンで、京都議定書

の基準年から 3.7％（4,640 万トン）、前年度に比べ 4.0％（5,030 万トン）

増加した。 

前年度と比べて排出量が増加した要因としては、東日本大震災の影響等

により製造業の生産量が減少する一方、火力発電の増加によって化石燃料

消費量が増加したことなどを挙げている。  

２ 2011 年度温室効果ガス総排出量とこれまでの推移 

 排出量 構成比 

二酸化炭素（ＣＯ２） 12 億 4100 万トン 94.9％ 

メタン（ＣＨ４） 2030 万トン 1.6％ 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 2160 万トン 1.6％ 

ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ） 2050 万トン 1.6％ 

パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ） 300 万トン 0.2％ 

六フッ化硫黄（ＳＦ６） 160 万トン 0.1％ 

合計 13 億 0800 万トン 100.0％ 

国内温室効果ガス排出量の推移
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３ 部門別ＣＯ２排出量 

 国内のＣＯ２排出量を部門別に見ると、産業が約 35％を占め、次いで

運輸、業務、家庭の順である。基準年との比較では、産業は減少したが、

業務、家庭は大きく増加している。 

 部門別の構成比は足立区と異なるが、産業が減少し、業務・家庭が増

加しているのは、足立区と同じ傾向にある。 

 

部門別二酸化炭素排出量 単位：百万トン  

  基準年 2010 年 2011 年 基準年比 前年比 

産業部門合計 482.1 421.0 418.8 ▲13.1% ▲0.5% 
 家庭  127.4 172.0 188.8 48.2% 9.8% 
 業務 164.3 216.9 248.0 50.9% 14.3% 
民生部門合計 291.7 388.9 436.8 49.7% 12.3% 
 自動車 189.2 205.0 202.0 6.8% ▲1.5% 
 鉄道・航空・船舶 28.2 27.5 28.2 0,0% ▲2.5% 
運輸部門合計 217.4 232.5 230.2 5.9% ▲1.0% 
エネルギー転換※１ 67.9 81.1 87.4 28.8% 7.7% 
工業プロセス※２ 62.3 41.1 41.1 ▲34.0% 0.0% 
廃棄物など 22.7 26.5 26.4 16.5% ▲0.2% 
 

二酸化炭素排出量の部門別内訳 
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※１エネルギー転換 

 石油・石炭などを電力などの他のエネルギーに転換する部門で、事業

用発電（発電所）、地域熱供給、石油製品の精製などの際に排出する温

室効果ガスが該当する。 

 

※２工業プロセス 

 セメントなどの鉱物製品や、アンモニアなどの化学製品を工業的に製

造する際に、物理的・化学的に排出される温室効果ガスが該当する。 
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件  名 
第二次足立区環境基本計画改定版の印刷・製本における環境配慮につ

いて 

所管部課 環境部環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(結果)

の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境基本計画改定版の印刷・製本にあたって以下のとおり環境に配

慮した取組みを行った。 

1 カーボン・オフセットの実施 

 カーボン・オフセットとは、(1)自らの活動において、温室効果ガ

スの排出削減努力を行い、(2)その上でどうしても削減できない排

出量を算定し、(3)他の場所での二酸化炭素（ＣＯ２）吸収、削減

のための活動を支援することで埋め合わせ、相殺することである。 

環境基本計画改定版の印刷・製本では、 

(1)ＣＯ２排出量の少ない薄い用紙を使用 

従来の用紙に比べ、ＣＯ２排出量を約 9.1％削減 

(2)500 部で 1,438kg（一冊あたり約 2.9kg） 

(3)環境省が認証したＪ－ＶＥＲクレジット（北海道士幌町（注）

の町有林の間伐促進によるＣＯ２吸収量増で相殺） 

注 士幌町（しほろちょう）・・・北海道十勝地方にある自然豊かな町。

足立区を含む全国 54 自治体で構成される環境自治体会議の代表幹

事を士幌町長が務めている。 

2 ＦＳＣ認証紙の使用 

ＦＳＣとは、森林管理に関する国際的な制度で、環境保全の点か

ら見て適切で、社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な森林

管理が行われていることを認証するものである。今回は、森林資源

の持続的な利用と環境保全のため、ＦＳＣ認証を受けた森林の木材

から生産された用紙を使用した。 

3 水なし印刷 

 水質汚濁と大気汚染を防止するため、水と油（インキ）が反発し

合う性質を利用するため水を大量に使う通常の印刷ではなく、有害

な廃液を出さない「水なし印刷」の技術を活用して印刷した。 

4 ノン VOC インキの使用 

 大気や土壌の汚染を防止するため、ほぼ 100％大豆油を含めた植

物油を材料とし、有害な揮発性有機化合物を発生させないインキを

使用した。 
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件  名 
研究機関と連携した｢家庭の電力使用量見える化実験｣への参画につ

いて 

所管部課 環境部環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(結果)

の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省の研究機関（独立行政法人科学技術振興機構低炭素社会

戦略センター。以下｢ＬＣＳ｣という）が、地方公共団体と連携して実

施する｢家庭の電力使用量見える化実験｣（以下｢本試験｣という。）の

参加自治体の一つとして、足立区が選定されたので報告する。 

１ 本実験の概要 

 (1)目的 

 家庭の電気使用量データを収集・分析し、無理のない節電を実施

するために、効果的な施策を研究すること。 

 (2)内容 

ア 参加自治体を通じて協力世帯を募集 

イ ＬＣＳが協力家庭に電気使用量を測定する機器（以下｢ＨＥ

ＭＳ｣という）を設置 

ウ ＬＣＳは協力家庭のＨＥＭＳで電気使用データを集計し、イ

ンターネットを通じて収集 

エ 協力世帯アンケートにより世帯の特徴や機器の使用状況を

把握 

オ 協力世帯は、パソコンから電気使用状況を確認可能 

 (3)選定までの経緯 

 家庭を対象としてＨＥＭＳを利用した研究が、区の特性を踏まえ

た効果的な施策に効果が期待できるため、本実験協力自治体に応募

した。その結果、茨城県つくば市、栃木県小山市、千葉県柏市、港

区、川崎市、奈良県生駒市とともに選定された。 

２ 足立区での実施状況 

 区内では 2 つの集合住宅で説明会を実施し、現時点で約 30 世帯

が協力する予定である。今後、開発事業者の協力を得て、新築戸建

て住宅での説明会を実施し、協力世帯の募集を予定している。 

３ 今後の予定 

協力世帯と調整のうえ、ＬＣＳでは 7月から順次設置工事を実施

し、データ収集を開始する予定である。 

引き続き、ＬＣＳと連携して本試験を実施していく。 
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件  名 
あだち・そらとつながるプロジェクト（太陽光発電システム取扱い店

紹介制度）の開始について 

所管部課 環境部環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(結果)

の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 背景 

 太陽光発電への関心が高まり、設置を検討する方が増える中で、

区に対しても太陽光発電設置事業者や設置価格に関する問い合わ

せが増えていた。 

2 制度の概要 

 区民の太陽光設置に対する不安を取り除き、安心して相談・工事

ができるようにするとともに、区内電気事業者の活性化にもつなげ

ていくことを目的として、太陽光発電設置事業者の登録制度を設け

た。下記の要件を満たす事業者を「そらとつながる店（そらつな店）」

として登録し、足立区ホームページ等で紹介している。 

3 登録の要件 

(1)足立区内に店舗を有すること 

(2)システムの設置に係る診断、相談、見積りが無料であること。 

(3)3.5ｋＷのシステムを設置した場合の価格を明示すること 

(4)割引や設置後点検など区民向けの独自サービスを提供すること 

(5)パネルメーカーが取扱いを認めた事業者であること 

4 現状 

 6 月 6 日現在の登録店舗数は 20 店舗である。4月 1日から足立区

ホームページで各登録店舗の独自サービスや参考設置価格等を紹

介している。 
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件  名 地球環境講演会の開催結果について 

所管部課 環境部環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(結果)

の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 月 1 日（土）に開催された地球環境講演会について、下記のとお

り報告する。 

 

記 

 

１ 開催日時 6 月 1 日（日） 14 時から 16 時まで 

２ テーマ 動物から環境を考える 

３ 講師  土居 利光 氏（上野動物園園長） 

４ 場所  足立区役所本庁舎区民ホール 

５ 主催  足立区、足立区温暖化防止区民会議実行委員会 

６ 参加者   186 人（招待者含む） 

７ その他 

・講演会当日は、足立区生物園の協力により特別展示を実施し、約

300 人（講演会聴講者を含む）の来場があった。 

・過去四回の講演会では、地球温暖化、エネルギー対策をテーマと

していたが、今回、第二次足立区環境基本計画改定版において新

たに取り組むこととした「生物多様性」をテーマとした。 
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件  名 生活環境保全事業の進捗状況について 

所管部課 環境部生活環境調整担当課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(結果)

の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年１月に施行した足立区生活環境の保全に関する条例に基づ

き、いわゆるごみ屋敷対策を進めているが、24年度および本年5月

末現在までの対策状況を報告する。 

1 相談件数（上段）、解決件数（中段）、解決割合(下段） 

時期 計 ごみ屋敷 樹 木 その他 

24年当初 25件 14件 7件 4件 

131件 55件 56件 20件 

49件 15件 25件 9件 
25年3月末 

（累計） 
37.4％ 27.2% 44.6% 45.0% 

149件 59件 61件 29件 

69件 24件 32件 13件 
25年5月末 

（累計） 
46.3% 40.7% 52.5% 44.8% 

2 対策状況（平成25年5月末現在） 

対策種別 計 ごみ屋敷 樹 木 その他 

総計 80件 35件 29件 16件 

指導書 27件 18件 5件 4件 

調査継続 10件 1件 6件 3件 

指導継続 29件 10件 11件 8件 

解決見込 12件 6件 5件 1件 

支援検討 2件 0件 2件 0件 

3 会議等の開催状況 ※25年度は、5月末現在 

会議名称 24年度 25年度※ 

生活環境適正化対策会議 7回 2回 

ケース診断会議 6回 6回 

生活環境保全審議会 2回 1回 

4 問題点・今後の方針 

(1)苦情受付から現場確認までを迅速（3日以内）に行う。 

（2）支援の実施とその後の見守り等に関する周辺住民（地元町会等）

の協力体制づくりについて、社会福祉協議会の小地域活動等と

連携していく。 

（3）今後増大が想定される共同住宅におけるごみ屋敷等の相談（苦

情）に対し、原因者はもとより、物件管理者や所有者への指導

や地域包括支援センター等との連携を強化していく。 
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件  名 平成 24 年度「資源の持去り対策」について 

所管部課 環境部ごみ減量推進課 

事業 

(結果)の

概要 

 

1 平成 24 年度の持去り防止指導実績 ※カッコ内は、23 年度実績 

 過料 警告書 口頭注意 制度周知 合計 

非常勤 

職員 

81 

(48) 

28 

(75) 

2,636

(1,081)

209 

(297) 

2,954 

(1,501) 

委託業者 
  287 

(261) 

287 

(261) 

2 平成 24 年 6 月と 11 月にごみ減量推進課及び足立清掃事務所職員が参

加して行った、持去り防止特別パトロール実施結果 

※特別パトロール実施日（計 6日間） 

6 月 25 日・28 日・30 日、11 月 2 日・5日・7日 

（再掲） 過料 警告書 口頭注意 制度周知 合計 

非常勤職員 6 7 46 0 59 

委託業者   6 6 

環境部職員 0 5 49 3 84 

3 資源買取業者への協力依頼、区民へのＰＲ活動 

（1）足立区内の事業者に持去り行為によって資源について、買取拒否

の依頼を行い、条例の再周知を行った。 

（2）環境フェア(10 月 27・28 日)で、来場者に資源ごみ買取市のチラシ

とあわせ、持去り防止啓発（パネル展示、持去りし難いコンテナの

展示）を行った。 

4 対策による効果と今後の方針 

（1）持去りの非常勤職員を 2名体制から、3名体制にする事で、行政回

収を行っている月曜日から土曜日まで週6日のパトロールを実施し

た。過料件数及び口頭注意の件数が対前年より増加し、行政回収の

古紙回収量が、対前年比で約 10%増加するなど、抑止効果が現れて

いると考えられる。 

（2）車両を使用しての悪質な持去り行為は減少傾向にある。しかし、

依然と持去り行為は後を絶たない状況である。今後は、資源の持去

り行為について、条例改正を含め、より実効性のある対策について

検討する。 
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